
 

 

令和６年９月４日 

子ども・若者部 

児童相談支援課 

保育認定・調整課 

 

 

世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 主旨 

  児童福祉法の規定に基づき内閣府令に定める基準により条例で定めることとされてい

る世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例について、今般、内閣府令

が改正されたため、本条例の一部を改正する条例案を令和６年第３回区議会定例会に提

案する。 

 

２ 主な改正内容と経緯 

区は、里親の普及啓発・リクルート、研修・トレーニング、里親の選定及び里親と里子

の間の調整並びに児童の養育に関する計画の作成までの一貫した業務「里親支援業務（フ

ォスタリング業務）」について、令和５年度から包括的に社会福祉法人東京育成園に委託

している。 

この度の児童福祉法において、里親等に係る支援を包括的に実施することを目的とした

「里親支援センター」が、新たに児童福祉施設として位置づけられたため、本条例改正に

てその人員・設備基準を定める。 

今後、令和７年 4 月を目途に「里親支援センター」への移行を目指していく。現行の「里

親支援業務（フォスタリング業務）」のうち、「里親支援センター」で定められていない業

務については、別途同法人に委託し、引き続き里親等への支援を充実させていく。 

※現行の「里親支援業務（フォスタリング業務）」と「里親支援センター」の業務の比較 

は別紙１のとおり。 

 

３ 改正案 

  別紙２（新旧対照表（案））のとおり。 

 

４ 施行予定日 

公布の日 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和６年９月  令和６年第３回区議会定例会（条例改正案の提案） 

  令和７年４月  「里親支援センター」設置 
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現行の「里親支援業務（フォスタリング業務）」と「里親支援センター」の業務の比較 

※ 「里親支援業務（フォスタリング業務）」のうち  は「里親支援センター」で定めら

れていない業務 

項目 里親支援業務（フォスタリング業務） 里親支援センターの業務 

支援対象 ・里親、ファミリーホームに従事する者 
・里親とファミリーホームで養育される児
童 
・里親になろうとする者 
・養子縁組成立後の親子 
（民間あっせんにより成立した親子を含
む） 

・里親、ファミリーホームに従事する者 
・里親とファミリーホームで養育される児
童 
・里親になろうとする者 

業務内容 (1)里親制度等普及促進・リクルート業
務 
※戦略的な普及啓発（里親子フレンドリー
シティの普及） 
(2)里親等研修・トレーニング業務 
(3)里親等委託推進業務  
※一時保護委託に係る里親及び児童の支援 
(4)里親等養育支援業務  
(5)里親等委託児童自立支援業務 
※区独自メニューの実施及び連携 
（里親家庭からの自立後の訪問等支援や
フェアスタート事業との連携等） 

(1)里親制度等普及促進・リクルート業
務 
(2)里親等研修・トレーニング業務 
(3)里親等委託推進業務  
(4)里親等養育支援業務  
(5)里親等委託児童自立支援業務 

人員体制 令和 6 年度の体制        ８名 
・里親リクルーター   ２名 

（1 名は統括責任者を兼務） 
・里親トレーナー    ２名 
・里親等委託調整員   １名 
・里親等相談支援員   ２名 
・自立支援相談員    1 名 

※対象家庭数が 100 家庭未満の場合７名 
【基本配置】 
・センター⾧    １名 
・里親リクルーター １名 
・里親等支援員   １名 
・里親トレーナー  １名 
【追加配置】 
・里親等支援員   ２名 
・自立支援相談員  １名 

開所時間 窓口開設 週５日 ４３.７５時間 
夜間休日の電話相談 ３６５日 
（平日 20 時まで、土日祝日９時～17
時） 

週５日 平均４０時間（原則） 

 

別紙１ 
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世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（案） 

 

改正後 改正前 

○世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 ○世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

令和元年10月１日条例第36号 令和元年10月１日条例第36号

目次 目次 

第１章～第14章 （略）  第１章～第14章 （略） 

第15章 里親支援センター（第100条―第105条） 第15章 雑則（第100条・第101条） 

第16章 雑則（第106条・第107条）  

附則  附則  

第１章 総則 第１章 総則 

第１条～第13条 （略）  第１条～第13条 （略） 

（入所者及び職員の健康診断） （入所者及び職員の健康診断） 

第14条 児童福祉施設（児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里

親支援センターを除く。次項において同じ。）の長は、入所者に対す

る入所時の健康診断、少なくとも１年に２回の定期健康診断及び臨

時の健康診断を、学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第11条、第

13条及び第17条の規定に準じて行わなければならない。ただし、規

則で定める場合は、この限りでない。 

第14条 児童福祉施設（児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除

く。次項において同じ。）の長は、入所者に対する入所時の健康診

断、少なくとも１年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、

学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第11条、第13条及び第17条の

規定に準じて行わなければならない。ただし、規則で定める場合は、

この限りでない。 

２～３ （略）  ２～３ （略） 

第15条～第20条の２ （略） 第15条～第20条の２ （略） 

（安全計画の策定等） （安全計画の策定等） 

第20条の３ 児童福祉施設（助産施設、児童遊園、児童家庭支援センタ

ー及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同

じ。）は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の

安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児

童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、

職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項

についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定

第20条の３ 児童福祉施設（助産施設、児童遊園及び児童家庭支援セ

ンターを除く。以下この条及び次条において同じ。）は、児童の安全

の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童

等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活

その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練

その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画（以

下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に

別紙２ 3
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改正後 改正前 

し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 従い必要な措置を講じなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第20条の４ （略） 第20条の４～第31条 （略） 

第２章 助産施設 （略） 第２章 助産施設 （略） 

第３章 乳児院 第３章 乳児院 

第25条～第31条 （略） 第25条～第31条 （略） 

（関係機関等との連携） （関係機関等との連携） 

第32条 乳児院の長は、入所している乳幼児の養育及び家庭環境の調

整に当たっては、常に児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援セン

ター、里親支援センター、児童委員、保健所、区市町村保健センター

その他の関係機関等と連携を図らなければならない。 

第32条 乳児院の長は、入所している乳幼児の養育及び家庭環境の調

整に当たっては、常に児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援セン

ター、児童委員、保健所、区市町村保健センターその他の関係機関等

と連携を図らなければならない。 

第４章 母子生活支援施設 第４章 母子生活支援施設 

第33条～第38条 （略） 第33条～第38条 （略） 

（業務の質の評価等） （業務の質の評価等） 

第38条の２ 母子生活支援施設における業務の質の評価等について

は、第31条の規定を準用する。この場合において、同条中「第37条」

とあるのは、「第38条」と読み替えるものとする。 

第38条の２ 母子生活支援施設における業務の質の評価等について

は、第31条の規定を準用する。この場合において、第31条中「第37

条」とあるのは、「第38条」と読み替えるものとする。 

第39条 （略） 第39条 （略） 

（関係機関等との連携） （関係機関等との連携） 

第40条 母子生活支援施設の長は、入所している母子の保護及び生活

支援に当たっては、常に福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の

通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所

並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性

相談支援センターその他の関係機関等と連携を図らなければならな

い。 

第40条 母子生活支援施設の長は、入所している母子の保護及び生活

支援に当たっては、常に福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の

通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所

並びに必要に応じ児童家庭支援センター、女性相談支援センターそ

の他の関係機関等と連携を図らなければならない。 

第５章～第６章 （略） 第５章～第６章 （略） 

第７章 児童養護施設 第７章 児童養護施設 

第53条～第60条 （略） 第53条～第60条 （略） 
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改正後 改正前 

（関係機関等との連携） （関係機関等との連携） 

第61条 児童養護施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境

の調整に当たっては、常に児童の通学する学校及び児童相談所並び

に必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、

公共職業安定所その他の関係機関等と連携を図らなければならな

い。 

第61条 児童養護施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境

の調整に当たっては、常に児童の通学する学校及び児童相談所並び

に必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所そ

の他の関係機関等と連携を図らなくてはならない。 

第８章～第10章 （略） 第８章～第10章 （略） 

第11章 削除 第11章 削除 

第12章 児童心理治療施設 第12章 児童心理治療施設 

第80条～第85条 （略） 第80条～第85条 （略） 

（関係機関等との連携） （関係機関等との連携） 

第86条 児童心理治療施設の長は、入所している児童の指導及び家庭

環境の調整に当たっては、常に児童の通学する学校及び児童相談所

並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童

委員、保健所、区市町村保健センターその他の関係機関等と連携を

図らなければならない。 

第86条 児童心理治療施設の長は、入所している児童の指導及び家庭

環境の調整に当たっては、常に児童の通学する学校及び児童相談所

並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、区市町

村保健センターその他の関係機関等と連携を図らなくてはならな

い。 

第13章～第14章 （略） 第13章～第14章 （略） 

第15章 里親支援センター （章を加える。） 

（設備の基準）  

第100条 里親支援センターは、事務室、相談室等の里親及び里親に養

育される児童並びに里親になろうとする者（次条第３項第３号及び

第105条において「里親等」という。）が訪問できる設備その他事業

を実施するために必要な設備を設けなければならない。 

（条を加える。） 

（職員）  

第101条 里親支援センターは、里親制度等普及促進担当者、里親等支

援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。 

（条を加える。） 

２ 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者

でなければならない。 

（条を加える。） 
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改正後 改正前 

（１） 法第13条第３項各号のいずれかに該当する者 

（２） 里親として５年以上の委託児童（法第27条第１項第３号の規

定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第

２号において同じ。）の養育の経験を有する者又は小規模住居型

児童養育事業の養育者等（児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生

省令第１１号）第１条の10に規定する養育者等をいう。以下この

条及び次条において同じ。）若しくは児童養護施設、乳児院、児

童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童

の養育に５年以上従事した者であって、里親制度その他の児童

の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有

するもの 

（３） 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新

たに里親になることを希望する者の開拓に関して、区長が前２

号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 

３ 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければな

らない。 

（１） 法第13条第３項各号のいずれかに該当する者 

（２） 里親として５年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は

小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、

乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員と

して、児童の養育に５年以上従事した者であって、里親制度そ

の他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワーク

の視点を有するもの 

（３） 里親等への支援の実施に関して、区長が前２号に該当する者と

同等以上の能力を有すると認める者 

（条を加える。） 

４ 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなけれ

ばならない。 

（１） 法第13条第３項各号のいずれかに該当する者 

（条を加える。） 
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改正後 改正前 

（２） 里親として５年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は

小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、

乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員と

して、児童の養育に５年以上従事した者であって、里親制度そ

の他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワーク

の視点を有する者もの 

（３） 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、区

長が前２号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者 

（里親支援センターの長の資格等） （条を加える。） 

第102条 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、か

つ、法第11条第４項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を

有する者であって、里親支援センターを適切に運営する能力を有す

るものでなければならない。 

（１） 法第13条第３項各号のいずれかに該当する者 

（２） 里親として５年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は

小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、

乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員と

して、児童の養育に５年以上従事した者であって、里親制度そ

の他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワーク

の視点を有するもの 

（３） 区長が前２号に該当する者と同等以上の能力を有すると認め

る者 

（条を加える。） 

（里親支援）  

第103条 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の

養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者

の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親に

なろうとする者への研修の実施、法第27条第１項第３号の規定によ

る児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する

（条を加える。） 
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改正後 改正前 

者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される

児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括

的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに

育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わ

なければならない。 

（業務の質の評価等）  

第104条 里親支援センターにおける業務の質の評価等については、第

31条の規定を準用する。この場合において、第31条中「第37条」と

あるのは、「第44条の3第１項」と読み替えるものとする。 

（条を加える。） 

（関係機関等との連携）  

第105条 里親支援センターの長は、里親等への支援に当たっては、区、

都道府県、他の区市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の

通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等その他の

関係機関等と密接に連携を図らなければならない。 

（条を加える。） 

第16章 雑則 第15章 雑則 

（電磁的記録） （電磁的記録） 

第106条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類

するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

第100条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類

するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

（委任） （委任） 

第107条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要

な事項は、規則で定める。 

第101条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要

な事項は、規則で定める。 
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附 則 （略） 附 則 （略） 
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